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平成30年度 評価結果 

１ 平成30年度再評価実施事業の概要 

(1) 再評価実施事業 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          （注）□番号は、再評価実施事業の番号を表す。 

(2) 再評価実施事業 一覧表 

分野 
番

号 

事業名 

[事業箇所] 

再評価

の要件

(注) 

評価 

結果 

道路  １ 
都市計画道路 横浜藤沢線 街路整備事業 

[鎌倉市関谷～城廻] 
イ 継続 

〃 ２ 

県道709号（中井羽根尾）〔羽根尾バイパス〕 道路

改良事業 

[小田原市羽根尾～前川］ 

ア 継続 

河川 ３ 
二級河川田越川 河川改修事業 ※ 

［逗子市逗子二丁目地先 他］ 
イ 継続 

〃 ４ 
二級河川引地川 河川改修事業 

[大和市福田地先 他］ 
イ 継続 

〃 ５ 
一級河川小出川 河川改修事業 

[茅ヶ崎市下寺尾、寒川町大曲二丁目地先 他］ 
イ 継続 

〃 ６ 
二級河川不動川 河川改修事業 

[大磯町月京地先 他］ 
イ 継続 

〃 ７ 
二級河川金目川（鈴川） 河川改修事業 

[平塚市虹ヶ浜、大磯町高麗地先 他］ 
イ 継続 

小田原市 

10 

４ 

２ 

５ 

１ 

19 

６ 
７ 

11 

18 

９ 

８

15 

17 

14 

13 

12 
16 

３ 



 

※神奈川県河川委員会において、河川整備計画と併せて再評価の審議を実施。 

 

(注）「再評価の要件」 

・アは、事業採択後５年が経過した時点で継続中の事業を示す。 

・イは、再評価実施後５年が経過した時点で継続中の事業を示す。

〃 ８ 
二級河川帷子川（地震高潮） 河川改修事業 

[横浜市西区みなとみらい六丁目地先 他］ 
イ 継続 

河川 ９ 
二級河川帷子川（広域河川） 河川改修事業 

[横浜市保土ヶ谷区川辺町地先 他］ 
イ 継続 

〃 10 
二級河川早川 河川改修事業 

[箱根町湯本前田地先 他］ 
イ 継続 

〃 11 
二級河川山王川 河川改修事業 

[小田原市扇町一丁目地先 他］ 
イ 継続 

〃 12 
二級河川境川（津久井） 河川改修事業 

[相模原市緑区川尻地先 他］ 
イ 継続 

〃 13 
一級河川目久尻川 河川改修事業 

[綾瀬市吉岡地先、藤沢市用田地先 他］ 
イ 継続 

〃 14 
一級河川相模川 河川改修事業 

[海老名市河原口地先 他］ 
イ 継続 

〃 15 
一級河川矢上川 河川改修事業 

[川崎市高津区子母口地先 他］ 
イ 継続 

公園 16 
津久井湖城山公園 都市公園整備事業 

[相模原市緑区根小屋地内 他］ 
イ 継続 

〃 17 
茅ケ崎里山公園 都市公園整備事業 

[茅ヶ崎市芹沢地内］ 
イ 継続 

海岸 18 
葉山海岸（一色下山口地区） 海岸高潮対策事業 

[葉山町一色地区真名瀬～真名瀬漁港区域境界］ 
ア 継続 

下水道 19 
相模川流域下水道事業 

[平塚市四之宮 他］ 
イ 継続 
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２ 平成30年度事後評価実施事業の概要 

(1) 事後評価実施事業 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      （注）○番号は、事後評価実施事業の番号を表す。 

(2) 事後評価実施事業 一覧表 

 

分野 番号 
事業名 

[事業箇所] 

事後評価 

の要件

(注) 

評価結果 

道路 ① 

県道705号（堀山下秦野停車場） 

道路改良事業 

[秦野市曽屋～曽屋一丁目] 

ウ、エ 

事業効果は十分に発現していると考

えられ、現時点では、特に改善措置の

必要はない。従って、事後評価を再度

行う必要性は認められない。 

〃 ② 
国道１号 道路改良事業 
[箱根町湯本地内] 

ウ、エ 

事業効果は十分に発現していると考

えられ、現時点では、特に改善措置の

必要はない。従って、事後評価を再度

行う必要性は認められない。 

〃 ③ 
都市計画道路藤沢大磯線 街路整
備事業 
[茅ヶ崎市西久保～寒川町田端] 

ウ、エ 

事業効果は十分に発現していると考

えられ、現時点では、特に改善措置の

必要はない。従って、事後評価を再度

行う必要性は認められない。 

〃 ④ 
県道711号（小田原松田）〔足柄紫
水大橋〕 橋りょう整備事業 
[大井町金手～開成町古田島] 

ウ、エ 

事業効果は十分に発現していると考

えられ、現時点では、特に改善措置の

必要はない。従って、事後評価を再度

行う必要性は認められない。 

１ 
２ 

３ ５ 

４ 

６ 



 

 

(注）「事後評価の要件」 

・ウは、全体事業費が10億円以上の事業を示す。 

・エは、過去に再評価を実施した事業を示す。 

道路 ⑤ 
県道711号（小田原松田）〔酒匂縦
貫道路〕 道路改良事業 
[小田原市桑原～鬼柳] 

ウ、エ 

事業効果は十分に発現していると考

えられ、現時点では、特に改善措置の

必要はない。従って、事後評価を再度

行う必要性は認められない。 

河川 ⑥ 
一級河川串川 河川改修事業 
[相模原市長竹地先 他] 

ウ、エ 

想定した降雨に対しては、今後の事業

効果の発現が期待でき、現時点では、

特に改善措置の必要はない。従って、

事後評価を再度行う必要性は認めら

れない。 


